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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面が開口した容器に酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末を収容し、この容器を連続
式加熱炉内にて水平方向に搬送しながら酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末を加熱焼成
することを含む酢酸セルロースの炭化物の製造方法において、蓋を被せることなく上面の
開口状態を維持した容器内に、塊状物もしくは粉末の最頂部が、容器の深さの９０％の高
さを超えることのない量にて収容されている酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末を加熱
溶融させることにより粘性液体とし、次いでこの粘性液体を、その粘性液体の加熱分解に
より発生する酢酸蒸気とその酢酸蒸気に随伴する粘性液体とからなる液滴が該容器の外部
にまで飛散しないように抑制しながら３００℃～４５０℃の範囲の温度で加熱焼成するこ
とを特徴とする、賦活処理により活性炭とするための炭化物の製造方法。
【請求項２】
　上面が開口した容器に酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末を収容し、この容器を連続
式加熱炉内にて水平方向に搬送しながら酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末を加熱焼成
することを含む酢酸セルロースの炭化物の製造方法において、上面が開口した容器として
、底面の面積よりも開口面の面積が大きい容器を用い、該容器に蓋を被せることなく上面
の開口状態を維持した容器内に収容されている酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末を加
熱溶融させることにより粘性液体とし、次いでこの粘性液体を、その粘性液体の加熱分解
により発生する酢酸蒸気とその酢酸蒸気に随伴する粘性液体とからなる液滴が該容器の外
部にまで飛散しないように抑制しながら３００℃～４５０℃の範囲の温度で加熱焼成する
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ことを特徴とする、賦活処理により活性炭とするための炭化物の製造方法。
【請求項３】
　粘性液体となった酢酸セルロースを収容している容器の開口面に不活性気体を吹き付け
ながら加熱焼成を行う請求項１もしくは２に記載の炭化物の製造方法。
【請求項４】
　酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末が酢酸セルロース繊維の切断物もしくは酢酸セル
ロースフィルムの粉砕物である請求項１乃至３のうちのいずれかの項に記載の炭化物の製
造方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のうちのいずれかの項に記載の製造方法により製造した炭化物を水蒸気
と不活性ガスの存在下にて賦活処理を行うことにより活性炭を製造する方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、出発原料に酢酸セルロースを用いた活性炭の製造方法に関し、さらに詳しく
は酢酸セルロースから炭化物を製造する方法、そしてその炭化物を賦活処理して活性炭を
製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　活性炭は、各種の工業分野にわたって広く使用されており、空気浄化、放射性物質吸着
、ヨウ素トラップ、メタン吸蔵、水素吸蔵、浄水製造、溶剤回収、脱色、水処理、ガスマ
スクなどに利用されている。また、近年では、キャパシタ（電気二重層キャパシタ、リチ
ウムイオンキャパシタ）の電極活物質としても用いられている。
【０００３】
　活性炭は通常、炭素化合物を加熱して炭化し、得られた炭化物を賦活処理することによ
り製造されている。出発原料の炭素化合物としては、木材や椰子などの植物、石油もしく
は石炭のピッチ、フェノール樹脂及びポリアクリロニトリル樹脂などの合成樹脂が広く利
用されている。また、出発原料に酢酸セルロース（セルロースアシレートともいう）を用
いて活性炭を製造することも検討されている。
【０００４】
　特許文献１には、出発原料に酢酸セルロースを用いた活性炭の製造方法として、酢酸セ
ルロースのフィルムを加熱して、得られた炭化フィルムを賦活処理する方法が記載されて
いる。この文献の実施例では、上記の製造方法を用いてヨウ素吸着量が１１４４ｍｇ／ｇ
の活性炭が得られている。
【０００５】
　特許文献２には、酢酸セルロースを加熱して炭化させる炭化工程と、炭化工程で得られ
た炭化物を炭化工程で酢酸セルロースを炭化させたときの温度よりも５０℃以上高い温度
で加熱して炭化物に残留する酢酸成分を揮発させて除去する酢酸除去工程、そして酢酸除
去工程で酢酸が除去された炭化物を賦活処理する賦活工程を含む活性炭の製造方法が記載
されている。この文献には、酢酸セルロースを加熱すると、一旦溶融し、次いで固化した
後に炭化する旨の記載がある。また、この文献の実施例４では、炉内温度を炭化工程用の
温度領域と酢酸除去工程用の温度領域の二つの温度領域に調整した連続式加熱炉（ローラ
ーハースキルン）を用いて炭化物を得ている。そして、その炭化物を賦活処理して得た活
性炭は、ヨウ素吸着量が１８０３ｍｇ／ｇで、ＢＥＴ比表面積が２１００ｍ2／ｇと高い
値を示している。
【０００６】
　特許文献３には、酢酸セルロースを加熱炉の中に入れる第１工程と、前記加熱炉中で、
前記酢酸セルロースを溶融し炭化して炭化物とする第２工程とを交互に繰り返す炭化工程
を含む活性炭の製造方法が記載されている。この文献によると、上記の第１工程と第２工
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程とを繰り返し行う方法は、炭化すべき全量を加熱炉に入れて一度に炭化する方法と比較
して、酢酸セルロースの加熱により生成する粘性液体に発生する酢酸蒸気の泡が細かくな
るため、得られる炭化物が硬くなり、そして、この硬い炭化物を賦活処理することによっ
て、荷重をかけても容易にはつぶれない硬い活性炭が得られるとされている。しかし、こ
の文献の実施例で得られている活性炭は、ヨウ素吸着量が１１００ｍｇ／ｇ程度である。
また、上記の第１工程と第２工程とを繰り返し行う方法は、連続式の加熱炉では実施が難
しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－２０１６６４号公報
【特許文献２】国際公開第２０１２／０７４０５４号パンフレット
【特許文献３】特開２００９－１３２５５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　活性炭を工業的に大量生産するには、酢酸セルロースの炭化物の製造はバッチ式加熱炉
を用いて行うよりも連続式加熱炉を用いて行うことが好ましい。上記特許文献２に記載の
炭化工程と脱酢酸工程とを行う方法は、連続式加熱炉を用いてヨウ素吸着量及びＢＥＴ比
表面積が大きな活性炭を得ることができる。しかしながら、特許文献２に記載の炭化工程
と脱酢酸工程とを行う方法を連続式加熱炉を用いて実施するには、炉内の温度を炭化工程
用と脱酢酸工程用の二つの領域に分けて管理する必要がある。連続式加熱炉を二つの領域
に分けて正確に温度を調整するのは作業が煩雑となる。
　従って、本発明の目的は、連続式加熱炉を二つの領域に分けることを特には必要としな
いで、連続式加熱炉を用いて酢酸セルロースの炭化物を得て、その炭化物を賦活処理する
ことによって、ＢＥＴ比表面積が大きい活性炭を安定して製造できる方法を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、容器に収容した酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末を、連続式加熱炉内
にて水平方向に搬送しながら加熱して溶融させることにより粘性液体とし、次いでこの粘
性液体を、その粘性液体の加熱分解により発生する酢酸蒸気とその酢酸蒸気に随伴する粘
性液体とからなる液滴が該容器の外部にまで飛散しないように抑制しながら加熱焼成する
ことによって得た炭化物を賦活処理することによって、ＢＥＴ比表面積が大きい活性炭を
安定して製造することが可能となることを見出し、本発明を完成させた。
【００１０】
　従って、本発明は、上面が開口した容器に酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末を収容
し、この容器を連続式加熱炉内にて水平方向に搬送しながら酢酸セルロースの塊状物もし
くは粉末を加熱焼成することを含む酢酸セルロースの炭化物の製造方法において、容器内
に収容された酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末を加熱溶融させることにより粘性液体
とし、次いでこの粘性液体を、その粘性液体の加熱分解により発生する酢酸蒸気とその酢
酸蒸気に随伴する粘性液体とからなる液滴が該容器の外部にまで飛散しないように抑制し
ながら加熱焼成することを特徴とする炭化物の製造方法にある。
【００１１】
　上記本発明の炭化物の製造方法の好ましい態様は、次のとおりである。
（１）容器内に収容する酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末の量を、容器内に収容され
た酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末の最頂部が、容器の深さの９０％の高さを超える
ことのない量とする。
（２）酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末の加熱焼成を、３００℃～７００℃の範囲の
温度で行う。
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（３）酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末を収容する容器として、底面の面積よりも開
口面の面積が大きい容器を用いる。
（４）酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末を収容する容器の開口部に、酢酸蒸気の排気
口を備えた、取り外し可能な蓋をしてから、容器内に収容された酢酸セルロースの塊状物
もしくは粉末を加熱溶融させる。
（５）粘性液体となった酢酸セルロースを収容している容器の開口面に不活性気体を吹き
付けながら加熱焼成を行う。
（６）酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末が酢酸セルロース繊維の切断物もしくは酢酸
セルロースフィルムの粉砕物である。
【００１２】
　本発明はさらに、上記本発明の製造方法により製造した炭化物を水蒸気と不活性ガスの
存在下にて賦活処理を行うことにより活性炭を製造する方法にもある。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の酢酸セルロースの炭化物の製造方法は、連続式の加熱炉を使用するので、活性
炭を工業的に大量生産するのに有利である。また、連続式加熱炉の炉内温度を二つの領域
に分けて管理する必要がないので、作業が簡略になる。さらに、酢酸セルロースの粘性液
体を外部に飛散させないので、炭化物の収率が高くなる。そして、本発明の製造方法によ
って得られた酢酸セルロースの炭化物を賦活処理することによって、ＢＥＴ比表面積が大
きい活性炭を安定して製造することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施を想定した、酢酸セルロース粉末を収容した容器の一例の断面図で
ある。
【図２】本発明において酢酸セルロース粉末を好適に収容することができる容器の一例の
断面図である。
【図３】酢酸セルロース粉末を収容することができる容器（本発明では使用しない）の断
面図である。
【図４】本発明の実施に有利に用いることができるローラーハースキルンの一例の断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明では、出発原料として酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末を用いる。出発原料
の酢酸セルロースの塊状物及び粉末は、酢酸セルロース以外の成分を含んでいてもよい。
但し、出発原料中の酢酸セルロース量は、５０質量％以上であることが好ましく、８０質
量％以上であることがより好ましく、９０質量％以上であることが特に好ましい。出発原
料に含まれる酢酸セルロース以外の成分は、加熱によって、酢酸セルロースと共に溶融す
るものであることが好ましい。酢酸セルロースは、酢酸の置換度が２～３の範囲にあるこ
とが好ましい。酢酸セルロースは可塑剤を含んでいてもよい。
【００１６】
　酢酸セルロースの塊状物及び粉末のサイズには特に制限はない。酢酸セルロースの塊状
物は一般にサイズが１０ｍｍを超えるものを、酢酸セルロースの粉末はサイズが一般に１
０ｍｍ以下のものをいう。酢酸セルロースの塊状物及び粉末の例としては、酢酸セルロー
ス繊維の切断物もしくは酢酸セルロースフィルムの粉砕物を挙げることができる。酢酸セ
ルロースの塊状物もしくは粉末として、酢酸セルロースを含む工業製品の生産時に発生す
る不具合品あるいは使用済み品として廃棄された廃棄物を用いてもよい。酢酸セルロース
繊維を含む工業製品の例としては、煙草フィルター及び浄水用のろ過膜を挙げることがで
きる。酢酸セルロースフィルムを含む工業製品の例としては、写真フィルム及び偏光板を
挙げることができる。
【００１７】
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　本発明では、酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末を上面が開口した容器に収容し、こ
の容器を連続式加熱炉内にて水平方向に搬送しながら酢酸セルロースの塊状物もしくは粉
末を加熱焼成することによって炭化物を製造する。酢酸セルロースの塊状物もしくは粉末
は加熱すると溶融して粘性液体になる。本発明では、この粘性液体を、その粘性液体の加
熱分解により発生する酢酸蒸気とその酢酸蒸気に随伴する粘性液体とからなる液滴が容器
の外部にまで飛散しないように抑制しながら加熱焼成する。酢酸蒸気と粘性液体とからな
る液滴が容器の外部にまで飛散することを防止する方法としては、容器内に収容する酢酸
セルロースの塊状物もしくは粉末の量を調整する方法、液滴が外部に飛散しないように容
器形状を調整する方法、粘性液体中に生成する酢酸蒸気の泡の量を減らすあるいは泡のサ
イズを小さくする方法などが挙げられる。
【００１８】
　次に、酢酸蒸気と粘性液体とからなる液滴が容器の外部にまで飛散することを防止する
ための具体的な方法を、添付図面を参照しながら説明する。なお、以下の例では、酢酸セ
ルロースは粉末であるが、塊状物の場合も同様である。
【００１９】
　図１は、本発明の実施を想定した、酢酸セルロース粉末を収容した容器の一例の断面図
である。図１において、容器１の開口部２には、酢酸セルロース粉末３が、最頂部の高さ
Ｈ（開口部２の底面から酢酸セルロース粉末３の表面までの距離）が容器１の深さＴ（開
口部２の底面から開口面までの距離）の９０％の高さを超えることのない量にて収容され
ている。最頂部の高さＨは、容器１の深さＴの８５％を超えない高さが好ましく、８０％
を超えない高さが特に好ましい。また、最頂部の高さＨは、容器１の深さＴの５０％以上
が好ましく、６０％以上がより好ましい。容器１に収容する酢酸セルロース粉末３を上記
の量に抑えることによって、酢酸セルロース粉末３が溶融して粘性液体となった場合でも
、粘性液体の表面と開口部２の開口面との間に空間が確保されるので、液滴が容器の外部
にまでは飛散しにくくなる。最頂部の高さＨは、例えば、酢酸セルロース粉末３を容器１
の開口部２の開口面にまで充填したときの酢酸セルロース粉末の質量Ｇと、容器１の深さ
Ｔとを予め測定しておけば、容器１内に収容した酢酸セルロース粉末３の質量Ｓから、下
記の式（Ｉ）を用いて算出することができる。
　　　最頂部の高さＨ＝Ｔ×Ｓ／Ｇ・・・（Ｉ）
【００２０】
　容器１の開口部２の底面及び開口面の形状は、円もしくは四角形（特に、正方形）であ
ることが好ましい。容器１の材料の例としては、鉄、ニッケル、ジルコニウム、白金など
の金属、及びアルミナ、ジルコニアなどのセラミックが挙げられる。特に、セラミック製
の容器は、生成する炭化物に金属が混入しにくいので好ましい。
【００２１】
　図２は、本発明において酢酸セルロース粉末を好適に収容することができる容器の一例
の断面図である。図２に示す容器４は、開口部５の底面の面積が開口面の面積よりも大き
くなっている。この容器では、図２に示すように、粘性液体６中の酢酸蒸気の泡７は開口
面の中央に多く発生し、縁部には殆ど発生しない。このため、液滴が容器の外部にまで飛
散しにくくなる。開口面の面積は底面の面積に対して１．１～２．０倍の範囲にあること
が好ましく、１．２～１．６倍の範囲にあることが特に好ましい。
【００２２】
　　図３は、酢酸セルロース粉末を収容することができる容器（本発明では使用しない）
の断面図である。図３において、容器８は、開口部９を閉じるように取り外し可能な蓋１
０が取り付けられている。蓋１０は中央が高くなって、その中央に酢酸蒸気の排気口１１
が設けられている。
【００２３】
　粘性液体中に生成する酢酸蒸気の泡の量を減らすあるいは泡のサイズを小さくする方法
としては、粘性液体となった酢酸セルロースを収容している容器の開口面に不活性気体を
吹き付けて、粘性液体の表面を冷却する方法、容器の材料に比熱及び熱容量が大きいセラ
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ミック材料を用いて、加熱炉に容器を入れたときに加熱炉内の熱が容器内に緩やかに伝わ
るようにする方法、加熱炉の炉内温度を緩やかに上昇させる方法が挙げられる。
【００２４】
　次に、酢酸セルロース粉末を収容した容器を連続式加熱炉内にて水平方向に搬送しなが
ら酢酸セルロース粉末を加熱焼成して炭化物を製造する方法を、連続式加熱炉にローラー
ハースキルンを用いた場合を例にとり、添付図面を参照しながら説明する。
【００２５】
　図４は、本発明の実施に有利に用いることができるローラーハースキルンの一例の断面
図である。図４において、ローラーハースキルンは、入口側不活性ガスパージ部１２、加
熱部１３、放冷部１４及び出口側不活性ガスパージ部１５を有する。加熱部１３と放冷部
１４は、耐熱材１６で覆われている。加熱部１３は内部に加熱装置１７を備えている。さ
らに、加熱部１３は、酢酸セルロースの熱分解によって生成する酢酸蒸気を回収するため
酢酸回収装置１８を備えている。入口側不活性ガスパージ部１２、加熱部１３、放冷部１
４及び出口側不活性ガスパージ部１５は、容器１９を搬送するためのローラ２０を内部に
備えている。入口側不活性ガスパージ部１２と出口側不活性ガスパージ部１５とには、不
活性ガスが導入されている。これによって、加熱部１３及び放冷部１４の内部も不活性ガ
ス雰囲気となる。不活性ガスの例としては、窒素ガス及び希ガス（ヘリウムガス、ネオン
ガス、アルゴンガス、クリプトンガス、キセノンガス）を挙げることができる。
【００２６】
　図４のローラーハースキルンにおいて、酢酸セルロース粉末を収容した容器１９は、入
口側不活性ガスパージ部１２を通って、加熱部１３に送られる。加熱部１３にて、容器１
９内の酢酸セルロース粉末は加熱溶融して粘性液体となった後、さらに加熱されて炭化物
となる。加熱部１３の内部温度は、一般に３００～７００℃の範囲、好ましくは３１０～
５００℃の範囲、特に好ましくは３３０～４５０℃の範囲である。加熱部１３の容器の通
過時間（酢酸セルロース粉末の焼成時間）には特に制限はないが、一般に３０分間以上、
好ましくは２～２０時間の範囲である。加熱部１３にて容器１９内の酢酸セルロース粉末
が炭化物となった後、容器１９は放冷部１４に送られる。そして、放冷部１４にて、容器
１９は、通常は室温～１００℃の温度に放冷された後、出口側不活性ガスパージ部１５に
送られる。
【００２７】
　以上のようにして製造された炭化物を、容器から取り出して賦活処理することによって
活性炭が得られる。容器から取り出した炭化物は、サイズが一般には１０ｍｍ以上、好ま
しくは２０～２００ｍｍの塊状物である。炭化物は、賦活処理する前に粉砕して、粒子径
が０．１～１０ｍｍの粉末としてもよい。
【００２８】
　賦活処理は、炭化物を賦活ガスと不活性ガスの存在下にて加熱することにより行なうこ
とが好ましい。賦活ガスの例としては、二酸化炭素ガス、水蒸気、酸素ガス、塩化水素ガ
ス、アンモニアガス及び空気を挙げることができる。賦活ガスは、二酸化炭素ガス及び水
蒸気が好ましく、水蒸気が特に好ましい。不活性ガスの例としては、窒素ガス及び希ガス
（ヘリウムガス、ネオンガス、アルゴンガス、クリプトンガス、キセノンガス）を挙げる
ことができる。加熱温度は、一般に８００～１１００℃の範囲、好ましくは９００～１１
００℃の範囲である。加熱時間は、一般に１０分間～１０時間の範囲、好ましくは３０分
間～５時間の範囲である。
【００２９】
　以上のようにして得られた活性炭は、必要に応じて粉砕処理及び分級処理を行なって、
粉末状あるいは顆粒状に形成してもよい。粉砕処理には、例えば、ボールミル、ディスク
ミル、ビーズミル及びジェットミルなどの粉砕装置を用いることができる。粉砕装置は、
ボールミル（特に、遊星ボールミル）、ディスクミル（特に、石臼式ディスクミル）を用
いることが好ましい。これらのミルの粉砕媒体は、活性炭への金属の混入を防ぐために、
アルミナ製、セラミック製またはジルコニア製のいずれかであることが好ましい。分級処
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理には、例えば、ポリアミドメッシュ製の篩やサイクロン型分級機を用いることができる
。また、粉末状の活性炭を、粒状あるいはペレット状に成形して使用してもよい。
【実施例】
【００３０】
［実施例１］
　上面が開口した直方体状のアルミナ製容器（開口のサイズ：縦２８５ｍｍ×横２８５ｍ
ｍ、深さ：１２５ｍｍ、容積：１０．２Ｌ、容器の厚さ：１０ｍｍ）に、酢酸セルロース
粉末（厚さが１８０μｍ酢酸セルロースフィルムを、約５ｍｍのサイズに粉砕した粉砕物
）３ｋｇを投入した。なお、容器内に収容された酢酸セルロースの最頂部の高さは９９ｍ
ｍであり、容器の深さの７９％の高さであった。酢酸セルロース粉末を収容した容器を、
ローラーハースキルン（加熱部の長さ：１０ｍ、加熱部内の温度：３５０℃）内にて、水
平方向に２．５ｍ／時間の速度で搬送した（加熱時間：４時間）。ローラーハースキルン
から搬出された容器を観察したところ、容器の外面に炭化物は付着しておらず、容器の外
部に酢酸セルロースの粘性液体が飛散していないことが確認された。また、容器内に生成
している炭化物を観察したところ、炭化物の表面は平坦で、光沢があった。
　得られた炭化物を容器から取り出して、ロータリキルン炉に投入した。そして、ロータ
リキルン炉を１ｒｐｍの回転速度で回転させ、炉内に水蒸気と窒素ガスを供給しながら、
９００℃の温度で２時間加熱して、炭化物を賦活して活性炭を製造した。
　得られた活性炭は、ＢＥＴ比表面積が２６８５ｍ2／ｇであった。
【００３１】
［比較例１］
　ローラーハースキルンの加熱部内の温度を５００℃としたこと以外は、実施例１と同様
にして炭化物を製造した。ローラーハースキルンから搬出された容器を観察したところ、
容器の外面に炭化物が付着しており、容器の外部に酢酸セルロースの粘性液体が飛散して
いることが確認された。また、容器内に生成している炭化物を観察したところ、炭化物の
表面に多数の凹凸が確認された。
　得られた炭化物を容器から取り出して、実施例１と同様に炭化物を賦活して活性炭を製
造した。得られた活性炭は、ＢＥＴ比表面積が２１００ｍ2／ｇであり、実施例１で得ら
れた活性炭よりもＢＥＴ比表面積が低かった。
【００３２】
［比較例２］
　容器に投入する酢酸セルロース粉末の量を３．５ｋｇとしたこと以外は、実施例１と同
様にして炭化物を製造した。なお、容器内に収容された酢酸セルロースの最頂部の高さは
１１５ｍｍであり、容器の深さの９２％の高さであった。ローラーハースキルンから搬出
された容器を観察したところ、容器の外面に炭化物が付着しており、容器の外部に酢酸セ
ルロースの粘性液体が飛散していることが確認された。また、容器内に生成している炭化
物を観察したところ、炭化物の表面に多数の凹凸が確認された。
　得られた炭化物を容器から取り出して、実施例１と同様に炭化物を賦活して活性炭を製
造した。得られた活性炭は、ＢＥＴ比表面積が２１２０ｍ2／ｇであり、実施例１で得ら
れた活性炭よりもＢＥＴ比表面積が低かった。
【００３３】
［実施例２］
　容器に底面の面積が５２９ｃｍ2（縦２３０ｍｍ×横２３０ｍｍ）、開口面の面積が１
１３６ｃｍ2（縦３３７ｍｍ×横３３７ｍｍ）、深さが１２５ｍｍ、そして容量が１０．
２Ｌの容器を用い、その容器に酢酸セルロース粉末を３．５ｋｇ投入したこと以外は、実
施例１と同様にして炭化物を製造した。なお、容器内に収容された酢酸セルロースの最頂
部の高さは１１８ｍｍであり、容器の深さの９４％の高さであった。
　ローラーハースキルンから搬出された容器を観察したところ、容器の外面に炭化物は付
着しておらず、容器の外部に酢酸セルロースの粘性液体が飛散していないことが確認され
た。また、容器内に生成している炭化物を観察したところ、炭化物の表面は平坦で、光沢
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　得られた炭化物を容器から取り出して、実施例１と同様に炭化物を賦活して活性炭を製
造した。得られた活性炭は、ＢＥＴ比表面積が２８１６ｍ2／ｇであった。
【符号の説明】
【００３４】
　１　容器
　２　開口部
　３　酢酸セルロース粉末
　４　容器
　５　開口部
　６　粘性液体
　７　酢酸蒸気の泡
　８　容器
　９　開口部
　１０　蓋
　１１　酢酸蒸気の排気口
　１２　入口側不活性ガスパージ部
　１３　加熱部
　１４　放冷部
　１５　出口側不活性ガスパージ部
　１６　耐熱材
　１７　加熱装置
　１８　酢酸回収装置
　１９　容器
　２０　ローラ
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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